
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印西市情報化計画＜概要版＞ 
～市民と共につくる、いい（ｅ）タウン印西～ 

平成 19 年度～平成 23 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年 3 月 

印 西 市 

 

 



【本計画策定の趣旨】 

■ 計画の意義 
本市の情報化については、平成 14 年 3 月に「印西市情報化計画」（第一次

情報化計画）を策定し、総合的・計画的に推進しておりますが、計画策定後

5年が経過し、この間に情報通信技術（IT）は更なる発展を遂げ、IT に対す

る市民の意識や社会情勢も大きく変化してきました。 

そこで、これらの状況の変化に的確に対応するため、現計画の見直しを行

い、平成 19 年度から五ヶ年の「印西市次期情報化計画」（第二次情報化計画）

を策定することとしました。 

■ 計画の位置付け 
第二次情報化計画では、平成 18 年度を初年度とする「印西市第 2次基本計

画」に沿って「高度情報化の推進」に対応し、今後の情報化を進めるための

基本的な方針を示すものです。また、市民・企業の情報化ニーズ、社会情勢、

国の IT政策や千葉県の「情報化アクションプログラム（平成 16年から 18年）」

などを踏まえ、IT の進展に的確に対応するため、これまでの印西市情報化を

総括した総合的な地域情報化計画として位置づけています。 

■ 計画期間 
本計画の期間は、平成 19 年度から平成 23 年度までの五ヵ年とします。 

なお、本計画では、毎年度末に各施策・事業の進行状況をチェックし、情

報通信技術の進歩や活用範囲の拡大、市民ニーズの変化など、社会情勢の変

化も考慮して、必要に応じて計画を見直していきます。 
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【本計画の基本理念およびビジョン】 
本計画では、本市が目指すべき姿（あるべき姿）を、次のような情報化の基

本理念として設定し、情報化を推進していきます。 

■ 基本理念 

 

 
『市民と共につくる、いい（ｅ）タウン印西』 

 

■ 情報化ビジョン 

 

 
安全・安心なｅサービスの提供 

「誰もが、いつでも、どこでも、安全・安心に」行政サービスが享受でき

るように、IT を活用した簡単・便利な行政サービス（ｅサービス）の提供を

拡充し、そのための情報環境づくりも推進していきます。 

 

 

 

市民に理解・信頼されるｅ行政運営の実現 

市民に見える市役所づくりを推進するとともに、市民に理解される行政の

効率化・高度化を図り、また「市民の声」を行政に反映する仕組みづくりな

ど、計画的で実効性のある行政運営を実現するための情報化を推進していき

ます。 

 

 

 
市民と行政の協働によるｅまちづくりの推進 

まちづくりの「主体」である市民が行政に積極的に参加でき、市民と行政

が協働できるように、IT を有効活用した「まちづくり（ｅまちづくり）」を推

進していきます。 
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【本計画の情報化施策体系及び事業一覧】 
本計画では、情報化の基本理念及びビジョンに基づき、これらを具体化する

ものとして、基本施策及び情報化施策を設定し、以下のような情報化施策体系

を策定しました。 

■ 情報化施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民に理解・信頼される
ｅ行政運営の実現

安全・安心な
ｅサービスの提供

市民と行政の協働による
ｅまちづくりの推進

「顧客」としての市民
の視点

「株主（納税者）」として
の市民の視点

「地域主体」としての市民
の視点

市
民
と
共
に
つ
く
る
、
い
い
（ｅ
）
タ
ウ
ン
印
西

市民を守る情報提供

快適・便利な
住民サービスの提供

誰もが、いつでも、安心
して使える情報環境づくり

市民に見える情報提供

市民の声に応える
仕組みづくり

市民に役立つ
業務の効率化・高度化

基
本
理
念

情報化ビジョン

基本施策
情報化施策

地域コミュニティの支援

人を育てる
情報環境づくり

地域産業活性化の支援

・防災情報の提供拡充
・防犯情報の提供拡充
・生活環境情報の提供充実
・健康生活支援情報の提供拡充
・福祉・医療情報の提供充実

・身近な場所への行政端末配置
・情報セキュリティの強化

・市役所窓口対応の充実
・電子行政窓口の推進

・行政情報の共有化の推進

・業務・システムの最適化
・システムの共同利用の推進
・内部共通事務の連携

・市民参加の機会促進

・子育て支援の情報環境充実
・小中学校の情報環境拡充
・生涯学習の情報環境拡充
・市民の情報リテラシーの向上

・市民交流・活動への“場”の提供
・市民ボランティアへの“場”の提供

・地域産業間交流の“場”の提供

市民に理解・信頼される
ｅ行政運営の実現

安全・安心な
ｅサービスの提供

市民と行政の協働による
ｅまちづくりの推進

「顧客」としての市民
の視点

「株主（納税者）」として
の市民の視点

「地域主体」としての市民
の視点

市
民
と
共
に
つ
く
る
、
い
い
（ｅ
）
タ
ウ
ン
印
西

市民を守る情報提供

快適・便利な
住民サービスの提供

誰もが、いつでも、安心
して使える情報環境づくり

市民に見える情報提供

市民の声に応える
仕組みづくり

市民に役立つ
業務の効率化・高度化

基
本
理
念

情報化ビジョン

基本施策
情報化施策

地域コミュニティの支援

人を育てる
情報環境づくり

地域産業活性化の支援

・防災情報の提供拡充
・防犯情報の提供拡充
・生活環境情報の提供充実
・健康生活支援情報の提供拡充
・福祉・医療情報の提供充実

・身近な場所への行政端末配置
・情報セキュリティの強化

・市役所窓口対応の充実
・電子行政窓口の推進

・行政情報の共有化の推進

・業務・システムの最適化
・システムの共同利用の推進
・内部共通事務の連携

・市民参加の機会促進

・子育て支援の情報環境充実
・小中学校の情報環境拡充
・生涯学習の情報環境拡充
・市民の情報リテラシーの向上

・市民交流・活動への“場”の提供
・市民ボランティアへの“場”の提供

・地域産業間交流の“場”の提供
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■ 情報化基本施策概要 
本計画における情報化基本施策の概要は、以下のとおりです。 

基本施策 概要 

市民を守る情報提供 

「市民を守る」情報提供として、防災・防犯情報を

はじめ、生活環境、健康、福祉・医療分野等の情

報提供について充実を図っていきます。 

誰もが、いつでも、安心

して使える情報環境 

づくり 

ホームページの充実とともに、市民の身近な場所

へ行政情報端末を設置し、市民の利便性の向上

を図っていきます。 

安
全
・
安
心
な 

ｅ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
提
供 

快適・便利なサービス 

の提供 

インターネットを活用し、市民からの申請・届出等

の行政手続きの電子化を進め、改善を図ってい

きます。 

市民に見える情報提供

市民から信頼され、理解される市政としていくた

めの基盤として、積極的な情報公開・情報提供を

IT を活用して推進していきます。 

市民に役立つ業務の 

効率化・高度化 

既存の業務システムについて改善を図り、業務

の効率化や業務システムの経費削減、行政運営

の高度化などを推進していきます。 

市
民
に
理
解
・
信
頼
さ
れ
る 

 

ｅ
行
政
運
営
の
実
現 

市民の声に応える仕組

みづくり 

広報紙やホームページを通じて行政情報の提供

を拡充するとともに、「市民の意見」を集約し、行

政へ反映する仕組みづくりに取り組んでいきます

。 

人を育てる情報環境 

づくり 

IT を活用し、子育てや学校教育、生涯学習など

の場において、人を育てる情報環境づくりの支援

を行っていきます。 

地域コミュニティの支援

各種の地域コミュニティの活性化を促進する道具

として IT を活用し、地域コミュニティの活動等の

支援を行っていきます。 

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る 

 

ｅ
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

地域産業活性化の 

支援 

既に取り組みが開始されている「いんざい産学連

携センター」に着目し、これを中心としてIT活用に

よる地域産業活性化の支援をしていきます。 
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■事業一覧 

 情報化施策における事業一覧については、以下のとおりです。 

緊急情報発信システムの拡充

通信手段の拡充
緊急情報発信システムの拡充
スーパー防犯灯システムの検討
学校防犯メールシステムの構築
ごみ排出量の情報提供充実
ごみの種類（品目）ごとの出し方の情報提供充実
市の施策などの情報提供充実

ごみの発生抑制・再
使用の促進

不用品情報交流の場の提供充実

大気・水質・土壌などの調査結果の公開
環境マッフﾟの作成と公開

健康生活支援情報の提供拡充
健康生活コーディ
ネート事業の推進

健康生活コーディネート運動情報システム及び健康
生活コーディネート栄養情報システムの活用

福祉情報の提供充 高齢者・障害者等への情報提供の充実
緊急通報装置設置
サービスの推進

高齢者・障害者等への緊急通報装置設置等サービ
ス事業の推進
各種保健事業の情報提供
医療機関情報の充実
自由に利用できるパソコンの設置
公共情報端末による提供サービスの検討
セキュリティポリシー及び実施手順の作成及び見直
しの実施
情報セキュリティ監査体制の確立
（外部監査・内部監査）
情報セキュリティ対策の強化
（ＬＡＮ強化・暗号化・入退室管理・複数ネットワーク
の統合化）
職員向けセキュリティ研修の充実

職員の情報リテラ
シーの向上

職員向け研修の充実

情報化推進主任の
育成

情報化推進主任の育成

収納支払事務の電子化に係る改善
窓口業務の簡素化・効率化に係る改善

例規検索システム
の拡充

例規検索システムの高度化

講座申し込みの電子化
コミュニティ施設予約の拡充

防犯情報提供の拡
充

防災情報提供の拡
充

防犯情報の提供拡充

環境データの公開

ごみの減量化・資源
化の促進

公共施設予約シス
テムの拡充

身近な場所に公共
端末の設置

保健・医療機関の情
報提供の充実

セキュリティ対策の
強化

既存システムの改
善

福祉・医療情報の提供充実

生活環境情報の提供充実

身近な場所への行政端末配置

市役所窓口対応の充実

情報セキュリティの強化

実施項目事業名

防災情報の提供拡充

情報化施策名
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検索機能の充実
アクセシビリティの強化
各申請・届出手続きの電子化
条例・規則などの見直し
発注予定のホームページ公開
電子入札・開札システムの構築

電子投票システム
の検討

電子投票システムの検討

電子申告システム
の検討

電子申告システムの構築

多目的ＩＣカードシス
テムの検討

多目的ICカードの利用の検討

統合型GISの活用推進
市民公開用GISの構築

総合行政ネットワー
ク（LGWAN）の活用

LGWANの活用推進

都市計画ＧＩＳの拡充
道路台帳ＧＩＳの構築
下水道台帳ＧＩＳの構築

総合文書管理シス
テムの構築

情報公開システムの構築

市政情報の提供 各課による情報掲載の充実
議会情報の提供 議会中継システムの構築
業務システムの最
適化

単体システムの最適化(各課)

基幹系システムの
構築

基幹系システムの構築(関係各課、情報管理課)

システムの共同利用の推進
共同型システムの
検討

広域共同型システムの検討

文書管理システムの電子決裁化
財務会計システムの電子決裁化
パブリックコメント手続きの充実
市民からの意見・問合せの充実

子育て支援の情報環境充実 子育て情報の提供 子育て情報提供の充実
情報環境の整備 小中学校の情報環境の整備

情報収集・活用能力の育成
情報発信・情報交流の促進
教師間の情報交換の促進
学校間LANセキュリティ対策の推進
セキュリティポリシー及び実施手順の作成及び見直
しの実施

ＩＴ活用能力の向上 ＩＴコーディネータの設置
ホームページの充実
蔵書検索・予約機能の充実
埋蔵文化財・指定文化財情報の提供
文化財史資料のデジタルアーカイブ化

市民の情報リテラシーの向上 ＩＴ講習会の継続実 ＩＴ講習会の実施
地域や団体間交流
の場の提供

SNSの開設

市民公開用GISによ
る地域コミュニティの
推進

GISを利用した地域コミュニティへの場の提供

在住外国人向け情
報提供の充実

在住外国人情報の提供

情報化支援ボランティア人材育成支援
ＩＴ講習会への情報化ボランティア支援
市民ボランティア交流の場の提供
情報通信技術（IT）活用の支援
産・学・官情報交流ネットワーク構築の検討

情報化施策名 事業名 実施項目

申請・届出手続の電
子化

電子行政窓口の推進

入札・開札の電子化

統合型GISの構築

市民からの意見・問
合せ対応の充実

個別ＧＩＳの構築

ホームページの高
度化

行政情報の共有化の促進

地域産業間交流の“場”の提供

情報化支援ボラン
ティアの支援

文化財情報のデジ
タル化

電子決裁化の推進

図書館システムの
高度化

小中学校のｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄ利用の推進

セキュリティ対策の
強化

産学官連携交流の
支援

小中学校の情報環境拡充

業務・システムの最適化

内部共通事務の連携

市民ボランティアへの“場”の提供

市民交流・活動への“場”の提供

生涯学習の情報環境拡充

市民参加の機会促進

電子行政窓口の推進
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■本計画の推進スケジュール 

本計画における情報化の推進スケジュールは以下のとおりです。 

 

 

 

 

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23年度

進行
管理

推進体制
の確立

人材
育成

印西市情報化計画（5年間）

事業進行の評価

C
A

P
D

C
A

P
D

C
A

P
D

C
A

P
D

計画
事業の見直し

Ｈ24

C
A

P
D

計画の見直し検討

次期計画

計画の見直し

推進体制の
見直し・強化

推進体制の
見直し・強化

推進体制の
見直し・強化

推進体制の
見直し・強化

推進体制の
見直し・強化

推進
体制

職員研修の実施

受講状況
のチェック

受講状況
のチェック

受講状況
のチェック

受講状況
のチェック

情報化育成プロ
グラムの構築

情報化育成プロ
グラムの見直し

事業の見直し 事業の見直し

事業進行の評価 事業進行の評価 事業進行の評価 事業進行の評価

必須 必要に応じて

反
映

社会情勢や技術
進展に伴う実施
レベルの評価

必要に応じ
計画の見直し

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23年度

進行
管理

推進体制
の確立

人材
育成

印西市情報化計画（5年間）

事業進行の評価

C
A

P
D

C
A

P
D

C
A

P
D

C
A

P
D

C
A

P
D

C
A

P
D

C
A

P
D

C
A

P
D

計画
事業の見直し

Ｈ24

C
A

P
D

C
A

P
D

計画の見直し検討

次期計画

計画の見直し

推進体制の
見直し・強化

推進体制の
見直し・強化

推進体制の
見直し・強化

推進体制の
見直し・強化

推進体制の
見直し・強化

推進
体制

職員研修の実施

受講状況
のチェック
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